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資料３ 他機関における主な表示制度 

 

東京都福祉のまち
づくり整備基準適
合証制度 
（東京都の福祉のま
ちづくり条例） 

環境性能評価 
（都民の健康と安全
を確保する環境に関
する条例） 

定期調査・検査報告
制度 
(建築基準法) 

プライバシーマー
ク制度 
（個人情報の保護に
関する法律） 

住宅性能表示制度 
（住宅の品質確保の
促進等に関する法律） 

病院機能評価事業 

概
要
（
目
的
） 

一般都市施設を
高齢者、障害者等
が円滑に利用で
きるようにする
ための措置に関
し、東京都のまち
づくり条例施行
規則で定める整
備基準に適合し
ていると認めら
れるときは、整備
基準適合証を交
付する制度。 

建築主が環境配
慮の取組結果の
自己評価を実施
し、環境性能の広
告表示、販売時の
説明を義務付け
る制度。 
（消費者がマンションを
購入する際に、環境性能
の情報を得やすいように
する。） 

建 築基準法に基
づき定期調査・定
期検査を実施し
報告書を特定行
政庁に提出した
所有者等に対し、
報告の受付機関
が報告済証を交
付する 
（定期調査・検査の結果、
特に改善が必要な事項が
あったものについては、
改善が済むまで報告済証
の交付を保留）。 

個 人情報の取扱
いについて、適切
な保護措置を講
じる体制を整備
している事業所
について、評価･
認定し、プライバ
シーマークの使
用を許諾する制
度。 
（消費者の目に見えるプ
ラ イバ シ ー マ ー クで 示
すことによって、個人情
報 の保 護 に 関 す る消 費
者 の 意 識 の 向 上 を 図
る。） 
（適切な個人情報の取扱
い を推 進 す る こ とに よ
って、消費者の個人情報
の 保護 意 識 の 高 まり に
こたえ、社会的な信用を
得 るた め の イ ン セン テ
ィ ブ を 事 業 者 に 与 え
る。） 

指 定住宅性能評
価機関が、申請に
基づき、評価方法
基準に従って住
宅性能評価を行
い、その結果を住
宅性能評価書と
して交付する制
度。 

病院を対象に第
三者評価を行い、
病院の現状の問
題点を明らかに
し、その結果機能
改善が認められ
た病院に対して
認定証を発行し、
認定ロゴマーク
の使用を認める
制度。 
（医療機関の第三者評価
を行い、医療機関が質の
高い医療サービスを提供
していくための支援を行
うことを目的とする。）

申
請
者 

施設所有者等 建築主 所 有者又は管理
者 

民間事業者 
 

限定なし 病院代表者 
 

対
象
用
途 

病院、図書館、飲
食店、ホテル、劇
場、物品販売業を
営む店舗、共同住
宅等 

一定規模の分譲
マンション 

特定行政庁が報
告が必要なもの
として指定して
いる特殊建築物
等、建築設備、昇
降機等 

通商産業省の個
人情報保護ガイ
ドラインに準拠
した C/P を策定
し、実際に個人情
報の保護を推進
している者 

新築住宅、既存住
宅 

病院 

審
査
機
関 

東京都（福祉局） 
※事務は区市町村に
委任 

東京都（環境局） ●特定行政庁 
(東京都･２３区・８市）
●各受付機関 
・(財）東京都防災・建築
まちづくりセンター 

・(財）日本建築設備・昇
降機センター 

・東京都昇降機安全協議会

●(財)日本情報処
理開発協会（通商産
業省の外郭団体） 
●指定機関（プライバ
シーマーク付与指定機関） 
※  個人情報を取扱う民
間事業者を会員とする
事業者団体で、付与機
関から指定機関として
認定を受けた団体。 

指 定住宅性能評
価機関 
（国土交通大臣が指定） 

(財)日本医療機能
評価機構 

手
続
き 

【申請制】 
知事は、整備基準
に適合している
と認めるときは、
施設所有者等に
対し、整備基準適
合証を交付する
ものとする。な
お、一定規模の施
設は整備基準に
適合させなけれ
ばならない。 

【義務】 
都が定めた指針
に基づき建物の
断熱性、設備の省
エネ性、建物の長
寿命化、敷地の緑
化度の４項目を
３段階で評価(建築
主の自己評価を都が審査
する。)。 
評 価結果は項目
別に星印の数で
表す。 

【義務】 
特定行政庁が定
めた定期調査票
等 に 基 づ き 調
査・検査を行い、
各報告の種別ご
とに各受付機関
を通じて報告す
る。 

【申請制】 
●付与機関に申請 
⇒所属する業界団体
が指定機関に指定
されていない場合

●指定機関に申請 
⇒指定機関に所属し
ている場合及び特
定分野（保健医療分
野等）の場合 

【申請制】 
申請者は設計図
書を作成し、指定
住宅性能評価機
関に評価を依頼
する。 
住宅性能評価に
は、設計段階、完
了段階、既存住宅
に関するものの
３種類がある。 

【申請制】 
申請者は必要書
類を評価機構に
提出する。評価機
構は書類審査及
び訪問審査を行
い、各評価項目の
評点が標準的な
水準以上であれ
ば認定する。 

表
示
方
法 

●適合証の掲示 
●ホームページ 
 （東京都） 

●ちらし、広告に
掲載（義務） 

※星印により３段階
評価 

● 報告済証の掲示 ●ホームページ 
（(財)日本情報処理開発協会）
●店頭 
●契約約款 
● 事業所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
●名刺 
●封筒等 

●マークを表示
した 住 宅性 能
評価書を交付 

●住宅に係る契
約書 等 への マ
ーク表示 

●ホームページ
（(財)日本医療機能評価機構）
●パンフレット 
●封筒、用紙類 
●名刺、名札 
●Ｗｅｂサイト 
●看板、ポスタ
ー、広告等 

手
数
料 

なし なし あり 
（各受付機関の事務
手数料） 

あり あり あり 

有
効
期
限 

なし なし 次回 (１年後・３年
後）の報告時期ま
で 

２年 なし ５年 

取
消
し 

あり なし なし あり なし あり 
（認定の停止または
取消し） 




